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裏面に続きます 

 

平成２８年８月以降の介護保険負担限度額認定についてのおしらせ 

 

介護保険３施設（介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設）や短期入所（シ

ョートステイ）を利用する方の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則となっています。

しかしながら、負担限度額認定の要件に該当する方については、特別養護老人ホーム等で実際に発

生した食費や部屋代のうち、所得等に応じて設定された限度額までを自己負担し、残りの費用につ

いては、壬生町が当該施設等に特定入所者介護（予防）サービス費として支払うことで、負担の軽

減を行っています。この負担軽減を受けるためには、負担限度額認定の申請を行い、交付される「負

担限度額認定証」を入所する施設に提示する必要があります。 

 

○ 負担限度額認定の交付要件について 

 

① 世帯全員（世帯を別にする配偶者を含む）が平成２８年度市町村民税非課税であること 

配偶者については、介護保険施設の入所に際して、住所を異動して住民票上の世帯が別に

なっている場合等であっても、配偶者が市町村民税課税者である場合は、特定入所者介護（予

防）サービス費の支給対象となりません。 

配偶者の範囲…事実婚を含む。行方不明、DV防止法に基づく暴力があった場合を除く。 

 

② 預貯金等の資産が単身で１，０００万円、配偶者がいる場合は合わせて２，０００万円以下であること 

（夫婦以外の世帯員の預貯金等は含みません。） 

 

申請にあたって、申告が必要な資産は下表のとおりです。 

預貯金通帳の写し等、資産の状況が確認できる書類の添付が必要となります。 

種類 添付書類など 

預貯金（普通・定期） 

 

通帳の写し（インターネットバンクであれば口座残高ペー

ジの写し）※１ 

有価証券（株式・国債・地方債・社債

など） 

証券会社や銀行の口座残高の写し（ウェブサイトの写しも

可） 

金・銀（積立購入を含む）など、購入

先の口座残高によって時価評価額が容

易に把握できる貴金属 

購入先の銀行等の口座残高の写し（ウェブサイトの写しも

可） 

投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し（ウェブサ

イトの写しも可） 

現金（タンス預金） 自己申告 

負債（借入金・住宅ローンなど）※２ 借用証書など 

 

※１ 通帳の写しは銀行名・支店名・名義、最終残高（２か月前まで）のわかる部分を添付してください。 

※２ 負債は預貯金等から差し引いて計算します。 
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○ 利用者負担段階の判定の見直しについて（平成２８年８月から） 

 

平成２７年度の介護保険制度改正によって、平成２８年８月から負担限度額認定における利用者

負担段階について、非課税年金（遺族年金・障害年金）についても勘案して判定を行うこととなりまし

た。このため平成２８年８月以降の「負担限度額認定証」の申請にあたっては、新たに非課税年金

の受給の有無について記入していただくこととなります。 

このことにより、現在、利用者負担段階が第２段階となっている方のうち、非課税年金を一定額

受給されている場合には、負担段階が第３段階になる場合があります。 

 

 

※ 非課税年金に含まれるもの 

非課税年金とは、社会保険料を拠出した対価として年金保険者から支払われる国民年金、厚

生年金、共済年金の各制度に基づく遺族年金・障害年金を指し、具体的には、年金保険者から

通知される振込通知書、支払通知書、改定通知書などに「遺族」や「障害」が印字された年金

（遺族基礎年金、障害厚生年金など）のほか、「寡婦」「かん夫」「母子」「準母子」「遺児」と

印字された年金も遺族年金として判定の対象となります。 

 

上記に該当しない年金のほか、弔慰金・給付金などは、「遺族」や「障害」という単語がつ

いた名称であっても、判定の対象となりません。 

 

 

平成２８年８月からの居住費・食費の自己負担限度額（１日あたり） 

利用者 

負担段階 
対象者 

居住費 

食費 従来型 

個室 
多床室 

ユニット型

個室 

ユニット型

準個室 

第１段階 

・生活保護受給者 

・老齢福祉年金受給者で、世帯全

員が市町村民税非課税の方 

４９０円 

（３２０円） 
０円 ８２０円 ４９０円 ３００円 

第２段階 

世帯全員が市町村民税非課税

で、前年の合計所得金額と課税年

金収入額及び非課税年金収入額

の合計が８０万円以下の方 

４９０円 

（４２０円） 
３７０円 ８２０円 ４９０円 ３９０円 

第３段階 
世帯全員が市町村民税非課税

で、上記に該当しない方 

１，３１０円 

（８２０円） 
３７０円 １，３１０円 １，３１０円 ６５０円 

※（ ）内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。 

 

○ 申請の際の留意事項について 

 

 負担限度額認定証の交付を受けた場合であっても、その後預貯金等の資産が要件を超 

えた場合には、負担軽減が受けられなくなりますので、必ずお申し出ください。 

 


